
  空き家のお悩み、
  役場に聞かせて下さい。
　　　　　　　　　　　　　  裏面も要チェック！

　全国的に問題となっている空き家の増加は、高齢化や人口・世帯数の減少によって、今後さ

らに深刻化していくことが予想され、湧別町内にも約200件もの空き家が存在していることが

判明しています（令和4年度湧別町空き家所有者へのアンケート調査結果）。

　自分の持っている空き家のことや近所の空き家のこと、空き家に関するお悩みを抱えている

方は、まずは役場にご相談ください。

相談窓口はこちら

湧別町役場企画財政課

未来づくりグループ（空き家対策担当）
　TEL：01586-2-5862 / FAX：01586-2-2511 / MAIL：kikaku@town.yubetsu.lg.jp



　現在、未登記の不動産が多数存在し、所有者が分からず、公共
事業や再開発を進めることが難しい状況となっていることから、
令和６年４月１日以降、相続登記の申請について義務化となりま
す。正当な理由もなく登記をしないときは、10万円以下の過料の
適用対象となりまので、まだ登記が済んでいない建物・土地があ
る場合はお早めにご対応ください。（資料2）

空き家関連制度をご活用ください。1

空き家の管理はできていますか。3

相続登記が義務化になります。2

　空き家の損壊や倒壊等によって周辺の建物や通行人等に損害を
与えた場合には、所有者等に過失がなくても損害賠償責任を負わ
なければなりません。月に１度、少なくても四半期に１度は点検
を行いましょう。遠方にお住まいで管理が難しい場合は、民間の
管理サービスを使うことも1つの手です。「不動産」が「負動
産」にならないよう、適切な管理を定期的に行いましょう。
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【相談窓口】

湧別町役場企画財政課

未来づくりグループ（空き家対策担当）

TEL：01586-2-5862 / FAX：01586-2-2511 

 MAIL：kikaku@town.yubetsu.lg.jp

　湧別町では、空き家の解体、空き家の相続手続きや残置物処
分、賃貸住宅として活用するための改修工事の支援補助を行って
います。また、町が運用する空き家バンクでは、申込を受けた空
き家や空き地の情報を、町ホームページ等で発信し流通を図って
います。各制度の活用をお考えの方は、まずは役場にご相談くだ
さい。（資料1）※対象となる方や物件には要件があります。
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